
ワークサポート・プティパ 
就労継続支援 B 型事業 重要事項説明書 

 
 
１．サービスを提供する事業者 
名称 医療法人社団 五風会 さっぽろ香雪病院 
所在地 札幌市清田区真栄３１９番地 
電話番号 ０１１－８８４－６８７８ 
代表者氏名 森 一也 
設立年月日 平成２年１月 
 
 
２．利用施設 
事業所の種類 多機能型（就労移行支援・就労継続支援 B 型）事業所 

平成２２年７月２９日指定 
事業所の名称 ワークサポート・プティパ 
事業所の所在地 札幌市清田区平岡３条１丁目２番５号 
連絡先 ０１１－８８７－５１１１ 
管理者 高柳 誠司 
サービス管理責任者 高柳 誠司 
主たる対象者 精神障害者・知的障害者・身体障害者・難病等 
定員 １４名 
開設年月日 平成２２年７月２９日 
 
 
３．サービスの目的・運営方針 
目的 通所による就労や生産活動の機会を提供し、必要な知識及び能力の向

上のため適切な指導を行い、利用者の自立した生活を支援します。 
運営方針 「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令などを遵守

し、事業を実施するものとします。 
 
 
４．サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 
（法定） 

常 勤 非 常 勤  常勤換算 備 考 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  1   0.2  
サービス管理責任者 １  1   0.2 管理者が兼務 
職業指導員 2 2    2  
生活支援員 2  2   1.3  
 
 
 
 



５．サービス提供職員の職務内容 
管理者：事業所を代表し、他機関との連携、連絡を図る。職員と事業所の各業務の一元的な

運営管理と関係法規や規定等を遵守させるために必要な指示、指導を行う。 

 

 サービス管理責任者：個別支援計画の作成に関する業務を担う。通所者の心身の状態等の把

握、個別支援計画の進捗状況確認と計画修正の検討を行う。 

職員に対する支援技術指示、指導、相談等を行う。 

 
 職業指導員：個別支援計画に基づき、利用者の適正に応じた生産活動（作業）に関する指導

を行い、就職活動に関する支援を担う。 

 
 生活支援員：個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談等を行う。生産活動（作業）

に関する相談等を行い、場合に応じて指導も行う。 

 
 
６．営業日及び営業時間 

営業日：月曜日～金曜日（国民の祝日・年末年始を除く） 
営業時間：午前１１時から午後３時まで 
サービス提供時間：午前９時から午後５時まで 

 
 
７．サービス提供の内容 
（１）訓練等給付費対象サービス内容 
サービスの種類 サービスの内容 
相談及び援助 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を

把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 
訓練 一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行いま

す。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 
生産活動 生産活動の機会を提供します。 
実習及び求職活動等の支援 公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と

連携を図りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職

場定着の為の支援を行います。 
事業所外支援 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化によ

り、５日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用

状況を確認し、月２回を限度として同意の上で支援を行います。 
健康管理 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記

録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通

じて健康保持のための適切な支援を行います。 

 
 
＜サービスの概要＞ 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責 
任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚、「個別支援計画」の写しは利用者に交付致し

ます。 
 
 



８．賃金について 
 前月の合計総売上額から前月購入分の材料費と必要経費を引いた額（利益）を作業参加 
者の総延べ時間数で割り、１時間当たりの賃金を計算します。各利用者の作業時間数に応 
じて当該月の賃金を算出します。従って、支給日は翌月の１０日以降の支給となります。 
  
 
９．利用料金 
（１）訓練等給付費対象サービス内容の料金 
 訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定め 
る額）のうち９割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付 
を市長から直接受け取る（代理受領する）場合に利用者負担分として、サービス利用料金 
全体の１割の額を事業者にお支払い頂きます。（定率負担または利用者負担額といいます） 
 なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありま 
せん。 
 
 [サービスを利用されなかった日における対応について] 

※通所している利用者が、何らかの理由で就労継続支援サービスを利用されなかった場合に

は①家庭への訪問による相談・支援 ②電話等による相談・支援を実施しています。その場合

にお支払い頂く１日あたりの利用料金は下記のとおりです。 
① 家庭等への訪問による相談支援（月２回まで） 
内容 欠席時の対応（訪問） 
１．サービス利用料金 月２回を限度として、１回あたり 

①１時間まで       １，８７０円 
② １時間を超えた場合   ２，８００円 

２．うち、訓練等給付費から支給される金

額 
①１時間まで       １，６８３円 
③ １時間を超えた場合   ２，５２０円 

３．自己負担額（１－２） ①１時間まで         １８７円 
② １時間を超えた場合     ２８０円 

 
②電話等による相談・支援（月４回まで） 
内容 欠席時の対応 
１．サービス利用料金 月４回を限度として、１回あたり ９４０円 
２．うち、訓練等給付費から支給される金

額 
８４６円 

３．自己負担額（１－２） ９４円 
 
（２）訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

内容 金額 
食事サービス、希望により食事の提供をします。 １食１００円 

※食事提供加算非対象者

は１食３００円      

※原材料費相当額 
日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められるものの実費 
実費相当額 



１０．緊急時の対応 
  利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。かかり 

つけの医療機関がない場合は事業所の判断により、速やかに医療機関への連絡等を行います。 
利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名： 

診 療 科： 
主 治 医： 
所 在 地： 
電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先  
 

住 所： 
 
電話番号： 
 
氏 名： 
続 柄： 

 
１１．協力医療機関 
医療機関の名称 医療法人社団 五風会 さっぽろ香雪病院 
医 院 長 名 森 一也 
所 在 地 札幌市清田区真栄３１９番地 
電 話 番 号 ０１１－８８４－６８７８ 
診 療 科 精神科・内科・ 

心療内科・歯科 
入 院 設 備 ４５０床 

 
１２．事故発生時の対応方法について 
 利用者に対する就労継続支援 B 型の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
  また、利用者に対する就労継続支援 B 型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 
 
 
１３．非常災害時の対策 

事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災 
害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するものとする。 
 
非常時の対応 別途に定める、非常災害計画書により対応いたします。 
平時の訓練 別途に定める、消防計画書に則り、避難・防災訓練を利用者の方も

参加して実施します。 
防災設備 ・自動火災報知機     ・誘導灯 

・ガス漏れ報知器     ・非常用電源        
・消火器 

消防計画 消防署への届出日：平成２２年８月提出 
防火管理者   ：大阪 信夫 

保険加入 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 
加入保険会社名：ニッセイ同和損害保険株式会社 
加入保険内容 ：賠償責任保険 



１４．サービス利用に当たっての留意事項 
 サービスを利用するに当たって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や害を及

ぼすことを行ってはならないものとし、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行

うものとする。 
 
 （１）事業所にある備品等は、勝手に持ち出さないこと。又、大切に取り扱うこと。 
 （２）利用者間で金品等の貸借は行わないこと。 
 
 
１５．虐待の防止に関する相談窓口 

 
 
当事業所 

ご相談窓口 

・窓口担当者：高柳 誠司 
・ご利用時間 ９：００～１７：００ 
・電話番号 ０１１－８８７－５１１１ 
・ＦＡＸ  ０１１－８８７－５１１２ 
・担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出くだ

さい。 
札幌市障がい者虐待相談 ・所 在 地：札幌市中央区大通西１９丁目 

・電話番号：０１１－６３２－７０２１(９時～１９時) 
      ０８０－５７２３－０２００(１９時～９時) 
・Ｆ Ａ Ｘ：０１１－６１３－５４８６ 

札幌市清田区役所 ・所 在 地：札幌市清田区平岡１条１丁目 
・電話番号：０１１－８８９－２４００ 
・Ｆ Ａ Ｘ：０１１－８８９－２４０２ 

 
 
１６．要望・苦情などに関する相談窓口 

 
 
当事業所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者：高柳 誠司 
・ご利用時間 ９：００～１７：００ 
・電話番号 ０１１－８８７－５１１１ 
・ＦＡＸ  ０１１－８８７－５１１２ 
・担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出くだ

さい。 
札幌市保健福祉局 
障がい保健福祉部    

障がい福祉課 

・所 在 地：札幌市中央区北１条西２丁目 
・電話番号：０１１－２１１－２９３８ 
・Ｆ Ａ Ｘ：０１１－２１８－５１８１ 

札幌市清田区役所 ・所 在 地：札幌市清田区平岡１条１丁目 
・電話番号：０１１－８８９－２４００ 
・Ｆ Ａ Ｘ：０１１－８８９－２４０２ 

運営適正化委員会 ・所 在 地：札幌市中央区北２条西７丁目 
・電話番号：０１１－２０４－６３１０ 
・Ｆ Ａ Ｘ：０１１－２０４－６３１１ 

 
 
１７．第三者評価の実施状況 
   実施していない 
 



 ワークサポート・プティパにおける指定障害福祉サービス就労継続支援B型のサービス提供、

及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
 
 

令和  年  月  日 
 
事業所名：ワークサポート・プティパ 
サービス管理責任者：  高柳 誠司      印 
 
 
 
 私は、本書面に基づいて事業所から指定障害福祉サービス就労継続支援 B 型のサ－ビス提供

及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。 
 
 
 

    令和  年   月  日 
利用者住所： 
 
氏 名：                 印 
 
代理人住所： 
 
氏 名：                 印 
 
続 柄： 


